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規 則

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

令 和 ６ 年 ３ 月 26日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 19号

高 知 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 35年 高 知 県 規 則 第 32号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 17条 第 10号 及 び 第 63号 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁

場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 高 知 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


